
学校にお邪魔して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市議会議員（2 期目） 

市民の目線、初心を忘れずに！ 

  佐伯かずみ 

 

 

 
      

 
 

 

 

かずみん市議会活動レポート 

発行/民主改革さいたま市議団 佐伯かずみ事務所 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 2-69-10 

TEL 048-729-5265 FAX 048-729-5267 

E-mail：info@kazumisaeki.com ホームページは佐伯かずみで検索  2024.７ 

～日常便利・地域経済の活性化を目指します～ 

「さいたま市みんなのアプリ」が７月末から導入へ 
項目 名称 備考 

アプリ名称 さいたま市みんなのアプリ 

デジタル通貨、行政サービス、情報発信、健

康アプリや図書館利用者カードなどもここに

集約する（さらに増える予定）。 

マネー名称 さいコイン 
口座やカードからのチャージ、チャージ金額

により３％ポイント相当分をたまポンで。 

ポイント名称 たまポン 

市内地元の店舗で使用可能 

さいコインには入れられないが同時に使用

可。 

【使い方がわからないなどの相談体制】各区に相談コーナーを設ける、要望があれば自治会へ 

キャラバン隊が出向く等予定している。 

【給付】行政の給付などにも使える。 

※さいたま市含み１１社で出資した株式会社「つなぐ」が運営。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.75

７ 

６月議会開会 6/5～6/28 

 

さいたま市職員採用「社会人経験者枠」対象者広がる！募集（７月） 
～大きな変更点：週 20時間以上のパートも受験可能に！！～ 
パート労働者を対象者に含めるようにと昨年の議会で要望し、それがカタチになりました！ 

今まで、過去１０年のうち５年間民間で勤務とされる中に、今年から、週２０時間以上のパート労

働者も含まれることに。また過去さいたま市職員だった方も対象になり、年齢は６０歳まで受験

可。テストは今までの公務員試験ではなく SPI３という比較的ハードルが低いものになりまし

た。詳細は７月に HPにアップするとのこと（現時点ではまだ掲載されていません）。 

枠の人数はまだ少ないと思われますが、今議会の一般質問ではさらに枠の拡大を要望しまし

た。非正規職から正規職への道の拡大、女性が働きやすいさいたま市に、これからも取り組んで

まいります。 
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みなさんのモヤモヤやお声をお聞かせください。下の QR コードから LINEでご連絡ください。
市の情報や私のお知らせなども流しています。 
  6月に行われました上記一般質問でも、このLINEから寄せていただいた声をとりあげました。

特に２番の条例改正についてはなるべく早く検討をしていくという回答をいただきました。これか
らも皆さんの声を市政に届けてまいります。 
★うれしいこと★私たちの会派の西山幸代さんが６月議会で副議長に就任されま 
した。女性初の副議長です！ 

【お詫びと訂正】NO.74で大宮小学校と旧大宮区役所の跡地についての説明は、 
まだ案の段階のものです。お詫びし訂正いたします。 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

～対象：昭和 56年 5月 31日以前に建てられた市内の戸建て住宅～ 

あなたのおうちは？～耐震診断をうけてみませんか？～ 
さいたま市では、耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。 

◆助成金額 戸建て住宅 1棟につき耐震診断に要した費用に相当する額。 

        6万 6千円／棟（千円未満は切り捨て） 

★耐震診断の結果、基準に満たない場合は次の助成制度が利用できます。 

◎耐震補強等助成事業（戸建住宅の耐震補強工事） 

◎耐震補強等助成事業（戸建て住宅の建替え工事） 

 

 

 

 

 

１． 女性が働きやすいまちを目指して、非正規公務員

から正規公務員になるために、市の社会人経験者

枠の拡大をしてはいかがか。 

２． 現在公共施設の駐車場や部屋代など、障害者手帳

を持った方のみ割引となるが、同じような障害を

持つ指定難病の方はそこに含まれていない。県の

条例では同程度の障害のある方という条項があ

り、条例改正を要望するが見解は。（指定難病の方

からの声） 

 

 

 

 

 

 

６月議会 一般質問に登壇しました 

３．大宮区でもバス便減便やバス停まで遠くて歩けない方々がいらっしゃる。現在福祉局で行って

いる補助金３０万円がでる高齢者の移動支援事業の枠組みでは、自家用車やデイサービスなど

の福祉車両を対象としているので、なかなか広がらない状況。地域の民間企業の車両や、シェア

カーを利用した仕組みを作り、広げてはどうか。（この問題を一緒に取り組んでいる地元の方と

の勉強会での声） 

４．障害者の方が介護者と一緒に続けて専用 Suica をタッチして入ると自動的に障害者割引が適

用されるが、周知が足りていない。一方、この Suicaは障害者単独では使えないために、みどり

の窓口に割引切符の購入に行くが通常大変混雑している。障害者の交通権の保障に向けて市と

して鉄道事業者に働きかけをしてほしい。（障害者の方からの声） 

５．公民館は本来、人と地域をつなぎ、地域の課題解決のための学び合いを行うところであり、市

の施策にも重要な位置づけとなる場所である。現在は人や予算も足らず、本来の目的ができず

にいる。モデル館を一館立ち上げ、その効果を全館、全市的に波及させてはいかがか（私は前々

職が公民館の非正規職だったので仲間の声などから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022061.html
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p022086.html

